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安定・安心した社会人生活をして頂く為に、たくさんの福利厚生を整えました。

年間118日（半日休暇12回含む）に加え、その他、

有給休暇・永年勤続休暇・結婚等による特別休暇

慶弔や介護に伴う休暇など、多数利用できます。

春・夏・冬に賞与支給をしております。

毎年1月に【基本給】が昇給

基本給が昇給すると賞与や残業代等もアップ！

他、役職登用や資格取得による昇給もあります。

お子様おひとりに対して上限3年迄取得ＯＫ！

期間変更も1回可能なので、生活に合わせられます。

男性の育休取得者も年々増加中！！

給与天引きにて、希望金額を設定金利にて

自動的に貯蓄をしてくれる制度です。

就職後の貯金が不安な方はぜひ利用してみよう！

職種ごとの専門研修でスキルアップ！また、1年目や2年目

中堅職員等の階層別に合わせた研修を多職種連携で実施！

選抜のうえ行うノルウェー等での海外研修も実施しています。

結婚や出産に伴い、各2万円の祝金や

お見舞いや慶弔に伴う金額支援制度等を

用意しています。急な出費に対する支援を致します。

聖隷の医療機関や各都道府県の指定医療機関。

上記いずれかで受診し場合、医療費が実質無料！

人間ドックも対象で用意しているので安心ですよ。
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【自己申告制度】という人事制度があります。

自分の働きたい職種・職場・地域を申告して「異動」

出来る制度です。キャリア形成に抜群に効果を発揮します！

住宅手当・通勤手当・扶養手当・資格手当・残業手当

早遅夜手当・役職手当・赴任に伴う各種手当等々・・

給与の他に書ききれない程、多数の手当があります！

福利厚生紹介

2025年度の実績は、年間4.14ヶ月～4.6ヶ月です。
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